
「検査待ち」情報の早期共有化による待機時間削減の取組香川県
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►荷主企業：発荷主A（食品製造業）、着荷主a（元請事業者）

•発荷主は、食料品を製造し、卸売業、小売業等に対して販売。
・着荷主は、グループ会社となる元請事業者である。

►元請事業者：物流子会社（着荷主と同じ）

►運送事業者：実運送事業者1者

•発荷主における積込み作業（検品作業を含む）、輸送業務、着荷主における取卸し作
業（検品作業を含む）を実施

►荷種：食品

改善後改善前

►製造された商品の出荷前検査が遅延
する情報等を予め実運送事業者と共
有化し、運転者の出勤時間をコント
ロールし、待機時間、拘束時間の削

減を実施
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0待機時間 ： 1～3時間

0積込作業時間：90分間
（最大▲45分程度）

一費用と成果の配分
► 「検査待ち」情報の早期共有化による待機時間削減の取組は、発荷主側での新た
な費用負担を必要としないため、運送事業者への運賃引下げとなっていない。

► 補助作業員追加による附帯作業時間の削減では、実運送事業者が費用負担して
いるため、運賃引下げとなっていない。
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① 製造直後の商品は品質検査を実施するが、検査結果が得られる時間が長時間化す
るケースがあり、待機時間の発生原因となっていた。

② 商品積込み作業は、運転者1名が実施する体制となっているため、標準作業時間と
して90分要していた。

｀①製造された商品の出荷前検査が遅延する場合には、配車指示前の段階において、当該情報等について予め実運送事業者と共有化し、待機時間を削減する取組を実施。

②手作業による積込み作業において、運転者1名で積込み作業をしている状況にある
が、積込み作業に補助作業員1名を実運送事業者側で配置し、作業時間を短縮化す
る取組を実施。

ユ卿ら● o待機時間：▲2~3時間程度、積込作業時間最大▲45分程度の短縮化
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【発荷主のメリット】

・検査遅延情報を予め共有化することで、積込み作業の順番を設定し、構内入門時間を
指定でき、構内待機する車両数を削減でき、スペースの有効活用が可能となった。
【着荷主のメリット】

・着荷主と元請事業者は同じであるが、着荷主としてのメリットよりも、元請事業者として
実運送事業者に改善基準を遵守した運行が可能となった。

一① 入門時間、附帯作業開始時間、待機時間、出門時間等の基礎データが蓄積され、日

頃から、発荷主と実運送事業者において共有化され、解決の方向性の共有化がなさ
れていたこと。

② 発荷主、実運送事業者等における定期的な話合いの場が設定され、パートナーシッ
プが構築されていたこと。
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